
会計名

経
営
健
全
化
基
準

6 広報 津 2011.10.16 7

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」
に基づき、4つの指標で構成される「健全化判断
比率」を算定し、財政の健全度について公表します。
また、水道事業会計をはじめとする地方公営企業
会計についても「資金不足比率」を算定し、経営
状況について公表します。　
　これらのことは、財政状況、経営状況について、
毎年「健康診断」を行って、「健康状況をチェック」
することに例えることができます。
　健全化判断比率、資金不足比率ともに、法律が
定める一定基準を超えると、比率の段階に応じて、
財政健全化計画、財政再生計画、経営健全化計画
を策定しなければなりません。このことは、市民
生活や行政サービスの提供
に影響を与えることにもな
るため、財政運営上、重要な
指標として位置付けていま
す。

実質赤字比率（黒字のため該当せず)
　一般会計等（※1）を対象とした実質赤字（※2）
の標準財政規模（※3）に対する比率です。
　一般会計等において36億8,756万円の黒字と
なったため、該当しませんでした。
連結実質赤字比率（黒字のため該当せず）
　すべての会計を対象とした実質赤字の標準財
政規模に対する比率です。
　すべての会計を連結した実質収支が105億
9,866万円の黒字となったため、該当しませんで
した。
実質公債費比率　12.2%（前年比▲0.8%）
　一般会計等が負担する地方債の元利償還金お
よび準元利償還金（※4）の標準財政規模を基本
とした額に対する比率で、3カ年の平均で算定し
ます。
　地方債の元利償還金の減少、普通交付税等の
増加により12.2%となり、前年より0.8%比率が改
善しました。

将来負担比率　88.3%（前年比▲15.5%）
　一般会計等が将来負担すべき額の標準財政規
模を基本とした額に対する比率です。将来負担す
べき額の中には財政的支援を行っている外郭団
体の負債額も含まれます。
　地方債残高の減少(4億円の減少)、将来的に交
付税措置のある合併特例債等の起債を有効に活
用してきた結果、88.3%となり、前年より15.5%
比率が改善しました。

　公営企業会計ごとに算出した資金の不足額（※
5）が事業の規模（※6）に占める比率です。
　なお、平成22年度については、すべての公営企
業会計において資金不足はありませんでした。
[用語の説明]
※1　一般会計等…一般会計、土地区画整理事業特別
　会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計を合計し、
　会計間の重複額を控除したものです。
※2　実質赤字…歳入歳出差引額から翌年度に繰り越
　すべき財源を控除した額が赤字となる状態です。
※3　標準財政規模…地方公共団体における標準的な
　収入額を示す数値です。通常水準の行政サービスを
　提供する上で必要な一般財源の目安となる額で、財
　政指標の計算など財政状況の分析に利用します。
※4　準元利償還金…一般会計等からそれ以外の会計
　への繰出金のうち、元利償還金に充てられるものや、
　公債費に準ずる経費のことです。
※5　資金の不足額…一般会計等の実質赤字に相当
　するものとして公営企業
　会計ごとに算定した額です。
※6　事業の規模…料金収
　入など主な営業活動から
　生じる収益などに相当す
　る額です。
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　久居地域の小学5・6年生と中
学生によるポスター展を開催し
ます。
と　き　11月10日（木）～16日
　（水）8時30分～21時（12日・
　13日は18時まで）
ところ　ポルタひさいふれあい
　センター市民ギャラリー
問い合わせ
　久居総合支所生活課
　　255－8841　　255－0960

と　き　11月3日（木・祝）13時
　～16時
ところ 　美里文化センタ－ホ－ル
内　容　ポスター、標語など人
　権作品の表彰および展示、各
　小学校の取り組みの紹介、癒
　やし系バンドゆりねによる人
　権コンサ－ト
問い合わせ
　長野教育集会所　     　　　
　　・　279－3008

■講演会
と　き　10月24日（月）19時30分～
ところ　下之川地域住民センター
内　容　木下美佐子さん（ユニ
　バーサルデザインまちづくり
　の会）による講演「みんなが
　住みよいやさしい社会を目指
　して～高齢者の視点から～」
■コンサート
と　き　10月27日（木）19時30分～
ところ　多気地域住民センター
内　容　癒やし系バンドゆりね
　による人権コンサート
問い合わせ　教委美杉事務所
　　272－8092　　272－8090

人権に関するポスター展 美杉人権学習会美里人権フェスティバル 美杉人権学習会

人
権

シリーズ

（44）

　当時、私は保育士を目指していた学生で、
児童施設での実習時のことでした。理由が
あって家族と一緒に生活できない幼児・児童・
生徒と生活を2週間ほど共にしました。私は
最初「かわいそう」という気持ちで子どもた
ちと接していたと思います。
　その時、施設の職員から「『かわいそう』
と思ってあなたは何をしてあげられますか」
と言葉を投げかけられました。何もできま
せん。私にできることは、明るく笑顔で接す
ることだけでした。そうすることで、子ども
たちは私を慕ってくれました。子どもたちと
正面から向き合い、あるがままに接するこ
とが大切なのだと、そのとき学びました。
　その後、保育園・幼稚園で保育士としてた
くさんの子どもたちと楽しい日々を送りま
した。その中には、障がいのある子どもがい
ました。その子の母親は、いつも笑顔で褒め
る、叱る、援助するなど、当たり前のことを日々
繰り返し、愛情を持って子どもの成長を見守
っていました。その子が大人になってから、

母親と地域のイベントのスタッフとして頑
張っている姿を見掛けました。子どもを地
域の中へ出そう、地域の中で育てようとい
う母親の姿勢と一生懸命取り組むその子の
姿がたくさんの地域の人たちとのつながり
を作っているのだなと感じました。
　時が流れて、現在は保育現場から離れて
いる私ですが、市役所の窓口に、私が若いこ
ろお世話をさせていただいた子どもたちが
自分の家族を連れて訪れることがあります。
中には、病気で足を切断しなければならな
かった子どももいました。正直ショックを受
けました。でも、傍らに妻と生まれたばかり
の子どもが寄り添い、笑っている本人を見
ていると、とても幸せそうでした。
　私自身も困難にぶつかった時には、若い
ころ、子どもたちと正面から向き合ってきた
自分を振り返り、その原点の気持ちに戻って
あるがままを受け止め、前向きに頑張って
いこうと思っています。

明るく、あるがままに生きる明るく、あるがままに生きる


